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移動支援事業費の請求方法について
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障害者サービス調整担当課

障害者給付係
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１ 提出書類について

２ 請求・支払の流れ

３ 報酬算定の方法
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内容
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１ 提出書類について



（４）実績記録票

（１）地域生活支援事業費請求書（原本）

（２）地域生活支援事業費明細書（原本）

（３）利用者負担上限額管理結果票（写）
※対象者のみ添付します。

（４）移動支援提供実績記録票（写）
※原本は事業所で保管してください。

（５）支払口座振替依頼書
※初回の請求時や口座や名義が変更になった場合に提出します。
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提出書類

（２）明細書

（４）実績記録票

（３）上限額管理結果票

（２）明細書

（１）請求書

（２）から（４）は、１人ずつ、
受給者番号順に書類を
並べてください。



２ 請求・支払の流れ
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請求・支払の流れ

事業者

①請求書類の作成

②請求
（毎月１０日〆）

③審 査

⑥再審査

④訂正依頼

練馬区

⑦支払

⑧指定口座に入金
（翌月２５日前後）

⑤訂正回答
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３ 報酬算定の方法

(1) サービスコードの種類

(2) サービスコードの使用例

(3) 算定上のルール



①基本報酬コード

②早朝・夜間加算コード

③その他のサービスコード
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（１） サービスコードの種類
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① 基本報酬コード

基本報酬コード

移動支援用

通学介助用

送迎介助用

通所介助用

サービス提供時間数に応じて請求するコード

基本報酬コード

支
援
の
内
容
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
下
さ
い
。
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② 早朝・夜間加算コード

早朝・夜間加算コード

支援時間に、日中以外の時間帯が含まれる場合に
基本報酬に加算して請求するコード

日中

８時 １８時

夜間早朝

８時から１８時以外の時間帯が
加算対象となります。



〇上限管理加算コード

複数事業所よりサービスを受けている利用者の利用者負担

額の上限管理を行った事業所が、手数料として、請求する

コードです。

〇旅行コード

宿泊を伴う移動支援を行った場合に使用するコードです。
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③その他のサービスコード



（２） サービスコードの使用例
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移動（身あり）８．０Ｈ １回

移動（身あり）早朝・夜間加算４．０Ｈ

４回移動（身あり）８．０Ｈ超０．５Hごと

１回

「基本報酬コード」＋「早朝・夜間加算コード」のケース

使用するサービス
コードは、、、



①時間数の算定方法

②２時間未満ルール

③30分の内訳時間数の考え方
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（３） 算定上のルール
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① 時間数の算定方法

移動（身あり）3.0H

移動（身あり）通所0.5H

１回

１回

1

2

1

2

時間数は、３０分単位で設定
・時間数が３０分未満→０．５Ｈ
・時間数が３０分以上、それ以降は
①１５分以上は繰り上げ
②１５分未満は切捨て
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② ２時間未満ルール

２時間未満ルールとは・・・

同じ日に複数回サービス提供があり、一つ前のサービス提供の終了
時間と次の開始時間との間隔が２時間に満たない場合に、それぞれ
の時間数を合算するというもの。
ただし、前後のサービス種別が同じときに適用します。

移動支援 移動支援
２時間未
満間隔

通学介助 ２時間未
満間隔

移動支援

サービス種別が前後で同じ

➡前後を合算したサービス提供時間
数の基本報酬コードを使用する

サービス種別が前後で異なる

➡合算せず、それぞれのサービス
提供時間数に応じた基本報酬コー
ドを使用する

合算

合算しない

1

2
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１回移動（身あり）２.０Ｈ

合算

２時間未満でサービス種別が同じ場合

1

2

間隔が２Ｈ未満で、前後で
サービス種別が同じなので、
合算します。
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１回移動（身あり）通所１.０Ｈ

移動（身あり）１．５Ｈ １回

間隔は２Ｈ未満ですが、前後で
サービス種別が異なるので合算は
せず、それぞれの時間数に応じた
基本報酬コードを使用します。

２時間未満だがサービス種別が異なる場合

１

２



★３０分間のうち、日中と早朝または夜間の内訳時間を比較します。

①内訳時間数が異なる場合

その３０分間は、内訳時間が大きい時間帯の移動支援とみなします。

②内訳時間数が同じ場合

その３０分間は、早い方の時間帯の移動支援とみなします。
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③ 30分の内訳時間数の考え方
（早朝→日中、日中→夜間の30分の算定方法）

OR



（例）身体介護ありで、７：４０から８：１０の移動支援
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３０分の内訳時間が
【日中】と【早朝or夜間】で異なる場合

早朝 ２０分 日中 １０分

支援時間 30分 この場合の３０分間は、内訳
が大きい早朝の移動支援と
みなされます。

よって、加算対象になります。

使用するコード

【基本報酬】
移動（身あり）０．５Ｈ

【加算】
移動（身あり）早朝・夜間加算０．５Ｈ

１回

１回

７時４０分 ８時１０分
８時



（例） 身体介護ありで、1７：４5から1８：１5の移動支援
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３０分の内訳時間が
【日中】と【早朝or夜間】で同じ場合

日中 １５分 夜間 １５分

支援時間 30分

使用するコード

【基本報酬】

移動（身あり）０．５Ｈ
１回

この場合の３０分間は、
時間帯が早い日中の移
動支援とみなされます。
よって、加算対象外です。

１７時４５分 １８時１５分１８時



請求等でご相談がありましたら、

障害者給付係までお問い合わせください。

【直通】

０３－５９８４－１０２１

【メール】

SHOGAISISAKU06@city.nerima.tokyo.jp
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